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運転免許証更新時講習（９月）

講習区分 会　場 時　間 ９月日程

優良講習
苫小牧市
交通安全センター

10：30 〜 11：00 ３・４・６・７・12 〜 14・19・20・27・28
13：30 〜 14：00 10・21
15：30 〜 16：00 11・25

一般講習
10：30 〜 11：30 ５・10・11・18・21・25・26
13：30 〜 14：30 ３・12

このほかの講習日程（違反・初回）については、苫小牧警察署にお問い合わ
せください。（☎ 0144 ㉟ 0110）

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
心
肺
蘇
生
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
使
用
法

の
講
習
会
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
応
急
手
当
Ｗ
ｅ
ｂ
講
習

を
事
前
に
受
講
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

日
時　
９
月
９
日
㈰
13
時
～
16
時

場
所　
安
平
支
署
会
議
室

定
員　
30
名

申
込
期
限　
９
月
６
日
㈭

※
以
前
受
講
さ
れ
て
か
ら
３
年
経

過
し
て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
再
受
講

を
お
願
い
し
ま
す
。 　

※
当
日
は
印
鑑
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
の
お
知
ら
せ

　
い
じ
め
、虐
待
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
悪
用
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵

害
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
に
関
す

る
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と
に
つ
い

て
、
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委

員
が
相
談
時
間
を
延
長
し
て
相
談

に
対
応
し
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守

さ
れ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

連
絡
先
（
専
用
相
談
電
話
）

☎
０
１
２
０
‐
０
０
７
‐
１
１
０

在
宅
介
護
者
を
支
え
る
会

町
外
視
察
の
お
知
ら
せ

　
在
宅
介
護
者
を
支
え
る
会
で
は
、

介
護
者
や
介
護
を
終
え
た
方
が
集

ま
り
、
学
習
や
交
流
を
通
し
て
、

介
護
や
認
知
症
に
関
す
る
理
解
を

深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
今
回
は
町
外
施
設
の
見
学
研

修
で
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

　
９
月
20
日
㈭

９
時
30
分
～
15
時
10
分

内
容　

　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
沼
ノ
端

は
く
ち
ょ
う
苑
（
苫
小
牧
市
北
栄

町
）
お
よ
び
共
同
住
居
ウ
ト
ナ
イ

リ
ー
フ
（
苫
小
牧
市
字
植
苗
）
見

学
、
道
の
駅
ウ
ト
ナ
イ
湖
で
の
昼

食
、
交
流
会
※
移
動
は
バ
ス

参
加
費

　
１
人
８
０
０
円（
昼
食
代
込
み
）

申
込
期
限

　
８
月
31
日
㈮

申
込
先

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
㉕
４
５
５
５

　
地
域
包
括
早
来
相
談
セ
ン
タ
ー　

☎
㉙
７
０
７
２

申
込
み
・
問
合
せ

　
安
平
支
署　
　
☎
㉒
２
０
７
４  

Ｆ
Ａ
Ｘ
㉒
４
２
５
０

　
追
分
出
張
所　
☎
㉕
２
１
１
９　

Ｆ
Ａ
Ｘ 

㉕
２
６
４
５

応
急
手
当
Ｗ
ｅ
ｂ
講
習

(

ｅ
‐
ラ
ー
ニ
ン
グ)

に
つ
い
て

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
、

胆
振
東
部
消
防
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
受
講
す
る
と
救
命
に
必
要
な

知
識
の
習
得
が
可
能
で
す
。
受
講

者
に
は
証
明
書
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

  

ｅ
‐ラ
ー
ニ
ン
グ
を
受
講
し
て
普

通
救
命
講
習
会
に
参
加
さ
れ
る
方

は
、
申
し
込
み
時
に
お
伝
え
く
だ

さ
い
。

　
ま
た
、受
講
証
明
書
を
印
刷
し
、

講
習
時
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

(

９
月
６
日
ま
で
の
受
講
が
有
効)

相
談
時
間
（
平
日
お
よ
び
休
日
）

　
８
月
29
日
㈬
～
９
月
４
日
㈫

　
８
時
30
分
～
19
時

　
９
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰ 

10
時
～
17
時

お
詫
び
と
訂
正　

　
広
報
あ
び
ら
８
月
号
（
５
頁
）

個
別
健
診
（
北
海
道
対
が
ん
協
会

へ
直
接
申
込
み
）
の
日
曜
健
診
実

施
日
の
う
ち
、
特
定
健
診
が
実
施

で
き
る
日
に
ち
の
記
載
に
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
の
で
お
詫
び
し
次
の

と
お
り
訂
正
し
ま
す
。

誤　
特
定
健
診
は
12
月
19
日
、
１

月
20
日
、
２
月
24
日
の
み

正　
特
定
健
診
は
12
月
９
日
、
１

月
20
日
、
２
月
24
日
の
み
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札幌弁護士会地域司法対策委員会主催　▶弁護士無料法律相談会日程◀

日程
（９月）

会場／時間
10：30 〜 12：00 13：30 〜 15：00

10 日㈪ 厚真会場 追分会場

25 日㈫ 追分会場 厚真会場

〈会場〉
　追　分：安平町ぬくもりセンター（追分中央 1 ‐ 40）
　厚　真：厚真町福祉センター（厚真町京町 165 ‐ 1）

〈予約・問合せ〉
　安平町役場総務課 総務グループ　　☎㉒ 2511
　厚真町役場総務課 総務人事グループ☎㉗ 2322

募
集
種
目

　
自
衛
官
候
補
生
・
防
衛
医
科
大

学
校（
看
護
学
生・医
学
科
学
生
）・

防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）

応
募
資
格

自
衛
官
候
補
生

　
平
成
31
年
４
月
１
日
現
在
18
歳

以
上
27
歳
未
満
の
者

防
衛
医
科
大
学
校
・
防
衛
大
学
校

学
生　
　

　
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者

受
付
期
間

自
衛
官
候
補
生

　
９
月
12
日
㈬
（
必
着
）

防
衛
医
科
大
学
校
・
防
衛
大
学
校

学
生

　
９
月
28
日
㈮
（
必
着
）

試
験
日
程
等

自
衛
官
候
補
生

　
９
月
25
日
㈫
～
30
日
㈰
（
女
子

は
28・29
日
）
の
い
ず
れ
か
１
日
、

筆
記
試
験
、口
述
試
験
、身
体
検
査

防
衛
医
科
大
学
校
（
看
護
学
生
）

　
10
月
20
日
㈯
、
筆
記
試
験
、
小

論
文

防
衛
医
科
大
学
校（
医
学
科
学
生
）

　
１
日
目
10
月
27
日
㈯　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

　

　
２
日
目
10
月
28
日
㈰
、
筆
記
試

験 自
衛
官
等
募
集
案
内

防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）

　
１
日
目
11
月
３
日
㈯

　
２
日
目
11
月
４
日
㈰
、
筆
記
試

験問
合
せ
先

　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
苫

小
牧
出
張
所

　
☎
０
１
４
４
㉜
３
７
２
５

　
今
後
の
高
齢
者
支
援
に
対
す
る

整
備
と
対
策
の
検
討
や
「
安
平
町

高
齢
者
福
祉
計
画
及
び
第
８
期
介

護
保
険
事
業
計
画
」策
定
に
向
け
、

現
在
の
生
活
状
況
や
健
康
状
態
、

高
齢
者
福
祉
施
策
へ
の
要
望
な
ど

に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
、

ま
た
地
震
や
災
害
な
ど
不
測
の
事

態
に
備
え
、
緊
急
時
の
連
絡
先
・

か
か
り
つ
け
医
な
ど
の
把
握
の
た

め
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域

ニ
ー
ズ
調
査
を
実
施
し
ま
す
。　

 

　
平
成
30
年
度
65
歳
に
な
る
方
を

対
象
に
、
訪
問
し
て
聞
き
取
り
調

査
を
行
い
ま
す
。

（
身
分
証
明
証
ま
た
は
調
査
員
証

を
持
っ
て
お
伺
い
し
ま
す
の
で
提

示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。）

調
査
期
間

　
９
月
６
日
か
ら
11
月
30
日
ま
で

介
護
予
防
・
日
常
生
活
圏
域

ニ
ー
ズ
調
査
に
つ
い
て

問
合
せ

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
課　
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー　
☎
㉕
４
５
５
５

は
か
り
定
期
検
査
の
お
知
ら
せ

　
商
店
、ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
、

食
品
加
工
場
、
学
校
、
病
院
な
ど

で
、
取
引
や
証
明
上
の
計
量
に
使

用
す
る
は
か
り
は
、
検
定
証
印
等

が
付
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
計
量
法
第
19

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
２
年

に
１
度
、
北
海
道
知
事
が
実
施
す

る
定
期
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
定
期
検
査
に
合
格
し
た
は
か
り

に
は
、「
定
期
検
査
済
証
印
」
が
付

さ
れ
、
継
続
し
て
取
引
・
証
明
に

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　
こ
の
検
査
を
受
検
し
な
け
れ
ば
、

取
引
や
証
明
上
の
計
量
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

検
査
期
日　
　
　

　
９
月
10
日
㈪　
13
時
30
分
か
ら

15
時
30
分
ま
で

検
査
場
所

　

ま
ち
・
あ
い
ス
テ
ー
シ
ョ
ン　

ラ
ピ
ア

検
査
期
日

　
９
月
11
日
㈫

　
13
時
30
分
か
ら
15
時
30
分
ま
で

検
査
場
所

　
総
合
支
所（
ぬ
く
も
り
セ
ン
タ
ー
） 

問
合
せ

　
産
業
経
済
課
商
工
労
働
観
光
グ

ル
ー
プ　
　
　
　
☎
㉒
２
５
１
５

　
今
年
２
月
に
策
定
し
た
「
第
７

期
介
護
保
険
事
業
計
画
」を
基
に
、

安
平
町
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
や

利
用
方
法
な
ど
を
紹
介
し
た
パ
ン

フ
レ
ッ
ト「
安
平
町
の
介
護
保
険
」

の
改
訂
版
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
改
訂
版
で
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
ほ
か
、
町
内
の
介
護
施
設
や
医

療
施
設
の
マ
ッ
プ
、
認
知
症
を
発

症
し
た
と
き
の
状
態
や
症
状
な
ど

に
応
じ
た
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
を
紹

介
し
た
「
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
」
に

つ
い
て
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
完
成
し
た
介
護
保
険
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
は
、
９
月
５
日
発
行
の
広
報

あ
び
ら
９
月
号
と
合
わ
せ
て
各
戸

配
布
し
ま
す
。

問
合
せ　

　
健
康
福
祉
課
国
保
・
介
護
グ
ル

ー
プ　
　
　
　
　
☎
㉙
７
０
７
２

「
安
平
町
の
介
護
保
険
」
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
改
訂
版
の
配
布
に
つ
い
て
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～町民によるまちづくり事業を支援しています～
まちづくり事業支援交付金の交付状況（８月１日交付決定分まで）

＜まちづくり事業支援交付金とは＞
　安平町まちづくりファンド（基金）を財源として、コミュニティ団
体やボランティア団体等が行う地域に密着した協働によるまちづくり
を推進し、地域活動の振興を図り、まちづくりへの積極的な参加を促
していくことを目的として取り組む事業に対して交付金を交付する
制度です。平成 30 年度は、ソフト事業２件、ハード事業 11 件、計
20,389,300 円の交付決定を行っています。

【ハード事業の対象事業の一例】　

＜交付状況＞
（１）ソフト事業（交付上限 50 万円、交付率 8/10 以内）

（２）ハード事業（交付上限 500 万円、交付率 8/10 以内）

＜来年度の需要額調査＞
　町内のコミュニティ団体やボランティア団体等で、平成 31 年度の交付金活用を希望される団体は、実施する
事業の概要を１枚の紙にまとめ、経費の内訳がわかる資料（予算書や見積書など）を添えて９月 10 日㈪までに
地域推進課へご相談ください。なお、自治会・町内会には、８月中旬に需要額調査のご案内を郵送しておりま
すので、期日までに地域推進課へご提出ください。

まちづくり事業支援交付金に関するお問合せ
地域推進課　地域推進グループ　☎㉙ 7083

No 事業概要（交付団体） 交付決定額
１ 第３回ひまわり音楽祭の開催（十夢奏屋・ＡＢＩＲＡ） 480,000 円
２ 第１回安平町はだしの広場カップサッカー大会の開催（大会実行委員会） 500,000 円

１ サイロ型遊具等の園庭整備（はやきた子どもの遊び場づくりネットワーク） 5,000,000 円
２ 木製デッキ、東屋等の園庭整備（おいわけ “ 遊び場 ”O!en 隊） 5,000,000 円
３ 炭窯など炭焼施設の改修（マチおこし研究所） 933,900 円
４ 農産物の生産・乾燥加工の備品整備（ＮＰＯ法人とあさ村） 2,730,800 円
５ あかね会館の冷蔵庫等の備品整備（あかね自治会） 163,800 円
６ 花若会館の音響機器等の備品整備（花若会館運営委員会） 456,500 円
７ 富岡自治会館の床修繕（富岡自治会） 72,000 円
８ 新栄第一会館の屋根、外壁塗装（新栄第一自治会） 1,176,000 円
９ 東遠浅生活館の玄関、看板等の修繕（東遠浅自治会） 463,500 円
10 緑丘会館の屋根、外壁塗装等（緑丘自治会） 1,944,000 円
11 国道 234 号の観光看板の改修（あびら観光協会） 1,468,800 円

・地域団体活動に必要となる備品整備
事業
・地域防災・防犯活動等に資する施設
整備事業
・観光振興に資する施設整備事業など

～重要施策に係る町民参画手続の実施状況を公表します～
平成 30年４月～６月まで

　安平町町民参画推進条例第６条に基づく重要施策に係る町民参画手続の実施状況についてお知らせし
ます。各実施結果の詳細については、町ホームページをご覧いただくか、担当課へお問い合せください。

[ 審議会等 ]　道の駅あびらＤ 51 ステーション指定管理者の候補者選定に係る意見聴取
実施状況 ６月６日　安平町行政改革推進委員会
担 当 課 地域推進課 道の駅経営推進グループ ☎㉙ 7083
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中央職業能力開発協会検定試験　
　コンピュータサービス技能評価試験（ワープロ・表計算１１月１７日（土）実施予定
　申込方法：受験料を添え窓口まで（申請用紙はセンターにてご用意いたします）
　受付期間：１０月２６日（金）～１１月２日（金）平日 8：45 ～ 17：30　
　受験料：３級５，２５０円　２級６，５８０円　１級７，８２０円　
　他必要書類：受験票を郵送希望の方・・・８２円切手１枚　
　　　　　　　合格証書を郵送希望の方・・１４０円分の切手　
　　　　　　　※受験票・合格証書を窓口で受け取る場合、切手は不要です。
　　　　　　　※窓口で受取りの方は、電話にてご連絡します。
　申込み・問合せ　スキルアップセンターとまこまい☎ 0144-55-6622・FAX0144-51-2225



あびらチャンネル▶９月（1 日〜 15 日）の番組表◀

放送日時 放送予定 時間

９月１日㈯〜
９月 15 日㈯

毎日６時〜 24 時

アビラの出来事 30分

マッシー新番組 15分

ぷらっと安平 Vol. ３ 35分

ぼくらの地域おこし in 枝幸 15分

サイエンスチャンネル 15分

（放送番組は予定を変更する場合があります。）

★あびらチャンネルの放送は６時から 24 時まで放送しています。

★番組の更新日　毎月１日、16 日

★あびらチャンネルはインターネットでも閲覧することができます。
　ＵＲＬは総務課情報グループまでお問い合わせください。
★あびらチャンネルについては、総務課情報グループ（☎㉒ 2511）まで

　ご連絡ください。
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公営住宅・特公賃住宅・町営住宅入居者募集
募集期間　９月３日㈪～９月 13 日㈭

○案内書および申込書の配布・受付（土、日曜日を除く）
　配布期間：９月３日㈪～９月 13 日㈭
　受付期間：９月６日㈭～９月 13 日㈭
○受付場所
　・建設課施設グループ（総合庁舎）
　・住民サービス課（総合支所）
○必要なもの
　入居申込書および同意書、世帯全員の所得証明書の写し（最新
のもの）、世帯全員の住民票の写し、世帯全員が市町村民税を滞
納していないことの証明書の写し、マイナンバーカード（個人番
号カード）または通知カード
○抽選日時・場所
　募集住宅に対して重複した場合は、下記の日程で抽選を行いま
す。抽選場所は地区によって異なります。
　早来地区分　９月 18 日㈫　９時 30 分～総合庁舎
　追分地区分　９月 18 日㈫ 13 時 30 分～総合支所
○募集予定団地（募集予定団地は変更となる場合がありますので、
　受付場所でご確認ください。）
　追分地区：追分南公営住宅、追分中央公営住宅
　　　　　　追分緑が丘公営住宅
　早来地区：遠浅南公営住宅、早来さつき公営住宅、早来あかね
　　　　　　公営住宅、早来北進公営住宅、早来あけぼの公営住宅
　　　　　　早来大町東公営住宅、安平駅前公営住宅
　単身者用：早来北進特定単身者住宅、追分カームビレッジ特定単身者住宅
※平成30年10月１日より契約、15日以内に入居可能な方に限ります。
　　　　　　　問合せ　建設課施設グループ☎㉒ 2516

} ８時 30 分～ 17 時 15 分

　　　　【広報笑顔（スマイル）】発行／安平町　
　　　　企画・編集／総務課情報グループ
　　　　〠 059 ‐ 1595 安平町早来大町 95 番地
　　　　（☎㉒2511・FAX ㉒2026）
安平町ホームページ
　http://www.town.abira.lg.jp
安平町フェイスブック公式ページ
　https://www.facebook.com/town.abira　
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−ぬくもりの湯からのお知らせ−
スタンプ２倍デーはスタンプカードを忘れずに！
☆シルバーデー（毎週木曜日）　
☆夫婦の日（毎月２２日）
☆風呂の日（毎月２６日）

【９月の休館日】
11 日・25 日（第２・４火曜日）

問合せ　ぬくもりの湯☎㉕ 2968
　　　　　　　　（営業時間 11 時〜 22 時）
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平成30年８月20日発行
平成30年度　第５号
安平町防犯協会・苫小牧地方防犯協会  地域安全ニュース

　町内で犯罪行為や不審者などを目撃した場合は警察に通報するか、安平町役場総務課情報グループ
（☎㉒ 2511）までご連絡ください。
　なお、不審者などの情報が入った場合、町ではホームページトップ画面「おしらせ」にその内容を
掲示しています。
　インターネットから　　　　　　　　　　　でご覧ください。

または、トップ＞各課からのおしらせ＞総務課　で確認することもできます。

安平町ホームページ 検索

➡

副業を持ちかける詐欺にご注意！
　今年に入り、簡単にお金が稼げる「副業」をウェブサイト、メールや電話で持ちかけて、お金をだ
まし取る詐欺が急増しています。
　内容としては、「相談にのるだけ。」「メールでのやり取りをするだけ。」「寝ながらでもできる。」な
ど在宅しながら簡単に副業できると宣伝し、利用登録した人に対し「登録料」「情報料」、「材料代」や「情
報提供料」がかかるというものです。
　また、一度支払ってしまうと「メールの文字化け解除料」、「サイト利用ポイントの購入費用」など
とつぎつぎお金を要求されるケースも報告されています。
　楽してお金を稼げる話はそうそうありません。また、始めるにあたり最初に入会金や登録料など金
銭を請求する仕事は詐欺の可能性が高いです。うまい話には十分注意してください。

◎こんな被害が起きています！
○ネットショップの経営を持ちかけられ申し込んだところ、サイト　
運営代行料金の３年契約前払い金として 36 万円を請求された。
○通信教育で簡単に取れる国家資格を生かした副業を勧められ、資
料請求したところ教材代として 48 万円請求された。
○宛名書きの副業を申し込んだところ、登録料３万円と宛名書き用
書道セットの代金 10 万円を請求された。
○内職の仕事を申し込んだところ、完成品の納品後に 60 万円支払
うので先払いで材料費 30 万円を支払うように指示され、支払った
ところ業者と連絡が取れなくなった。
○ホームページ作成代行の副業を申し込んだところ、インターネッ
トからの登録時にクレジットカードの番号を入力するように指示さ
れ、気が付いたら毎月手数料３万円が引き落とされるようになって
いた。

【不審者や不審車両を見かけたら、警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！】
　　苫小牧警察署☎ 0144 ㉟ 0110・追分駐在所☎㉕ 2003・安平駐在所☎㉓ 2339
　　早来駐在所☎㉒ 2030・遠浅駐在所☎㉒ 2211・役場総務課☎㉒ 2511


